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令和４年第１２回赤穂市教育委員会議事録 

 

１ 日  時        令和４年１２月２２日 午前１０時００分 

２ 場  所        赤穂市役所第２庁舎第２会議室 

３ 出席委員 

教  育  長      尾 上 慶 昌 

教育長職務代理者     大 河 龍 生 

委          員      池 坂 めぐみ 

委     員      志 水  矛 

委     員      井 本 学 明 

４ 委員以外の出席者 

教 育 次 長         高 見 博 之 

教 育 次 長         入 潮 賢 和 

総 務 課 長         西 岐 厚 志 

こども育成課長         近 藤 雅 之 

幼児教育指導担当課長      中 丁 知 子 

生涯学習課長          橋 本 政 範 

スポーツ推進課長        笠 原 裕 之 

学校給食センター所長      正 木 洋 志 

中央公民館長兼市民会館長    本 家 信 治 

図書館長兼市史編さん担当課長  小 野 真 一 

文化財課文化財係長       荒 木 幸 治 

書     記         澁 谷 文 江 

５ 付議事項 

  報告１３    専決処分の報告について 

    専第７号    赤穂西中学校（Ｂ棟・Ｄ棟）大規模改造工

 事請負契約の締結に係る議決変更につい

 て 

報告１４    令和５年赤穂市二十歳のつどいについて 

報告１５    令和５年度予算要求について 

第２６号議案  赤穂市文化財保護審議会臨時委員の委嘱に

ついて 

その他     問題行動、いじめ・不登校の状況について 
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議 事 録 署 名 

 

               教  育    長    尾 上 慶 昌 

 

 

 

               署    名    人    大 河 龍 生 

 

 

 

               署    名    人    池 坂 めぐみ 
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令和４年第１２回赤穂市教育委員会議事録 

 

教育長     ただいまより、第１２回教育委員会を開会いたします。 

委員全員のご出席をいただいておりますので、会は成立してお

ります。 

なお、本日、田中学校教育課長、中田文化財課長が所用のため

欠席しており、荒木文化財係長が代理出席しておりますことをご

報告いたします。 

はじめに、令和４年第１１回教育委員会議事録の署名を井本委

員、大河委員にお願いします。 

（ 教育長署名後、井本委員、大河委員の署名 ） 

次に、教育長の報告を行います。 

    （ 別紙「教育長活動報告」のとおり報告 ） 

次に、赤穂市教育委員会会議規則第１４条第２項の規定により、

議事録署名人２名を次のとおり指名いたします。 

大河委員と池坂委員にお願いします｡ 

議事に先立ち赤穂市教育委員会会議規則第５条の規定により、

議案の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

報告１５については、同規則第５条第１項第４号の教育予算そ

の他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関する

事件に、第２６号議案については、同規則第５条第１項第２号の

付属機関の委員の委嘱又は任免に関する事件に、その他について

は、同規則第５条第１項第７号の会議の公開が不適当である事件

に該当すると考えられますので、いずれも非公開としてよろしい

か。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、報告１５ないしその他につ

いては非公開と決定します。 

それでは、審議に入ります。 

報告１３「専決処分の報告について」専第７号「赤穂西中学校

（Ｂ棟・Ｄ棟）大規模改造工事請負契約の締結に係る議決変更に

ついて」事務局の説明をお願いいたします。 

事務局     （ 赤穂西中学校（Ｂ棟・Ｄ棟）大規模改造工事請負契約の締

結に係る議決変更について、議案２～３ページ及び議案参

考資料に基づき説明を行った。 ） 

教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 

ご発言がないようですので、報告１３「専決処分の報告につい

て」の報告を終わります。 
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次に、報告１４「令和５年赤穂市二十歳のつどいについて」事

  務局の説明をお願いいたします。 

事務局    （ 令和５年赤穂市二十歳のつどいについて議案４～７ページに

基づき説明を行った。 ） 

教育長      ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 

委員       ２点お聞きします。１点目は、直近のこの「二十歳のつどい」

の参加率は大体どれくらいなんでしょうか。それから２点目は、

この参加者の申し込み方法、はがきを郵送すると書いておられ

るんですけれども、例えば往復はがきを付けて参加者を募って

いるのか、出欠を取っているのか。どういうふうなことでどう

いう形で出欠を確認しているのか教えていただきたいと思いま

す。以上です。 

事務局      １点目の参加、出席率につきましては、昨年につきましては、

７８．５％であります。例年、概ね８割程度の出席となってい

るかと思います。もう１点、出席者の案内、確認についてです

が、該当者につきましては事前に「往復はがき」ではない「はが

き」として郵送でお知らせさせていただいております。当日、

その持参していただいた「はがき」をもって出席ということで

人数を確認いたしております。以上です。 

委員        ということは、出席者については当日でないと分からない、

と、そういうことですね。 

事務局      はい。当日の確認ということになっております。 

委員       当日はがきがそんなにたくさんごそっときたら大変ですわね。

振分けたりするのも。 

事務局      受付を通るときに、はがきをお願いして、開式の時までには、

例年、参加人数の把握をしております。 

教育長      他にご質疑ございませんか。 

委員       毎年、タンブラーみたいなものが記念品であったと思うんで

すが、今年はレザースタイルマルチケースとなっているんです

が、どういった形の物なんでしょうか。 

事務局      大きさ的には小さい物で、いろんな小物を入れられるケース

ということで、代表者に選んでいただいたということです。 

委員        今年変更になった形でしょうか。 

事務局      記念品につきましては、毎年実行委員の方で選んでいただい

ておりますので、毎年違う物になっているかと思います。 

教育長      他にご質疑ございませんか。 

ご発言がないようですので、報告１４「令和５年赤穂市二十

歳のつどいについて」の報告を終わります。 
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次に、報告１５「令和５年度予算要求について」事務局の説明

を順次お願いいたします。 

 

[ 非公開案件として、報告１５「令和５年度予算要求につ

いて」説明を行い、その後審議を行った。 ] 

 

教育長     次に第２６号議案「赤穂市文化財保護審議会臨時委員の委嘱に

ついて」事務局の説明をお願いいたします。 

 

[ 非公開案件として、第２３号議案「赤穂市文化財保護審議

会臨時委員の委嘱について」説明を行い、その後協議を行った。

 ] 

原案承認 

 

教育長      次に、その他「問題行動、いじめ・不登校の状況について」

事務局の説明をお願いいたします。 

 

[ 非公開案件として、「問題行動、いじめ・不登校の状

況について」説明を行い、その後審議を行った。 ] 

 

教育長      その他、事務局から報告事項等がありますか。 

事務局    （ 令和５年第１回教育委員会を１月２６日（木）午後２時から

赤穂市役所第２庁舎で開催することを報告。 ） 

教育長      以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして第１２回教育委員会を終了させていただ

きます。 

お疲れさまでした。 

 (午前１１時０２分閉会)  


